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令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
町
内
の
保

育
施
設
へ
新
規
入
園
、
ま
た
は
、
継
続

入
園
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
10
月
28
日

㈮
か
ら
11
月
30
日
㈬
ま
で
の
期
間
に
健

康
福
祉
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
保
育
施
設
へ
入
園
で
き
る
児
童
は
、

保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
次
の
①
～
⑦
の

基
準
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

児
童
を
保
育
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
で
、
か
つ
、
同
一
住
所
の
親
族
等

が
当
該
児
童
を
保
育
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
で
す
。

○
基
準

①
昼
間
に
居
宅
外
で
月
64
時
間
以
上
の

労
働
を
し
て
い
る

②
昼
間
に
居
宅
内
で
児
童
と
離
れ
て
月

64
時
間
以
上
の
労
働
を
し
て
い
る

③
母
親
が
妊
娠
中
、
ま
た
は
、
産
後
間

も
な
い

④
け
が
や
病
気
、
ま
た
は
、
心
身
に
障

害
が
あ
る

⑤
長
期
に
わ
た
り
、
病
気
や
心
身
に
障

害
の
あ
る
同
居
の
親
族
を
常
時
介

護
し
て
い
る

⑥
求
職
活
動
を
し
て
い
る

⑦
災
害
の
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る

○
書
類
配
布
開
始
日

　
10
月
28
日
㈮
～

　
健
康
福
祉
課
⑥
番
窓
口
に
て
配
布

○
提
出
書
類

◆
支
給
認
定
（
現
況
）
申
請
書
兼
保
育

施
設
利
用
申
込
書

◆
勤
務
（
内
定
）
証
明
書
ま
た
は
、
自

営
業
等
就
労
申
立
書
（
自
営
業
・
農

業
も
し
く
は
親
族
等
が
営
ん
で
い
る

事
業
所
に
勤
務
し
て
い
る
方
は
、
民

生
委
員
の
証
明
が
必
要
で
す
。
）

※
児
童
の
両
親
の
分
と
、
同
一
住
所
の

祖
父
母
（
65
歳
未
満
の
方
）
の
分
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
家
庭
状
況
調
査
票

◆
入
所
児
童
調
査
票

◆
健
診
等
確
認
票

◆
入
所
申
込
み
に
つ
い
て
の
確
認
事
項

◆
同
意
事
項
及
び
誓
約
事
項

◆
そ
の
他
事
由
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る

書
類

○
お
申
し
込
期
間

　
10
月
28
日
㈮
～
11
月
30
日
㈬

　
健
康
福
祉
課
⑥
番
窓
口
に
て
受
付

（
土
、
日
、
祝
祭
日
を
除
く
）

※
11
月
19
日
㈯
は
、
午
前
９
時
～
午
後

５
時
ま
で
休
日
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
町
外
の
保
育
施
設
へ
の
入
園
を
希
望

さ
れ
る
場
合
、
保
育
施
設
の
所
在
地

に
よ
っ
て
申
込
期
日
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
健
康
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
入
所
決
定
は
、
先
着
順
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
お
申
し
込
み
を
さ
れ
て
も
、
次
の
場

合
は
入
園
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

・
定
員
等
を
超
え
た
場
合

令
和
５
年
度
町
内
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
部
分
）
の
入
園
申
込
受
付
が
始
ま
り
ま
す

・
未
提
出
書
類
が
あ
る
場
合

・
保
育
施
設
へ
入
園
す
る
基
準
に
該
当

し
な
い
場
合

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

保育
施設名

認定こども園
五霞幼稚園・保育園

川妻認定こども園
おひさま

所在地 元栗橋1589 川妻 496-2
電話番号 ☎（84）2355 ☎（84）1254
利用定員

（保育部分） 100名 60名

受入年齢 生後６か月～小学校就学前
開園時間 午前７時30分～午後７時 午前７時～午後７時

〈
10
月
1
日
か
ら
使
え
る

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
〉

　
10
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方
み
な
さ

ん
に
新
し
い
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

　
ま
た
、
一
定
以
上
所
得
が
あ
る
方

の
窓
口
で
の
医
療
費
負
担
割
合
が
２

割
に
変
わ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
、
窓

口
負
担
割
合
が
「
２
割
」
と
記
載
さ

れ
た
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
た
方

は
、
10
月
１
日
か
ら
窓
口
負
担
割
合

が
２
割
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合

は
、
町
民
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の
み
な
さ
ん
へ

　
現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、
10
月

１
日
以
降
に
破
棄
又
は
返
却
し
て
く

だ
さ
い
。

○
被
保
険
者
証
に
関
す
る

　
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

○
制
度
改
正
の
見
直
し
の
背
景
等
に

　
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
（
０
０
２
）
７
１
９

令和４年９月30日まで

区　分 医療費
負担割合

現役並み所得者 ３割

一般所得者 １割

令和４年10月１日から

区　分 医療費
負担割合

現役並み所得者 ３割

一定以上所得のある方 ２割
一般所得者 １割

被保険者全体の
約20％


